
蒲郡市ＰＣＲ検査支援事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、市民の生活にお

ける不安を解消するためにＰＣＲ検査を受けやすい体制を整備することを目的と

し、ＰＣＲ検査に係る費用の一部を市が支援する事業（以下「ＰＣＲ検査支援事

業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ ＰＣＲ検査 新型コロナウイルス感染症の病原体が体内に存在しているか調

べるため、検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出による検査方

法に基づく検査をいう。 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス(令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。 

 （対象者） 

第３条 ＰＣＲ検査支援事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）

は、申込日時点において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

基づき蒲郡市住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、次の各号に該当

する者を除く。 

 ⑴ 発熱、咳等の風邪症状がある者 

 ⑵ 保健所から濃厚接触者と判定され、自宅待機等の行動を制限する指示を受け

ている者 

 （利用回数） 

第４条 当該年度においてＰＣＲ検査支援事業を利用することができる回数は、対

象者１人につき１回とする。 

 （検査実施機関） 

第５条 ＰＣＲ検査の実施機関は、市長が委託契約をした民間検査機関（以下「受

託検査機関」という。）とする。 

 （受託検査機関の選定） 



第６条 受託検査機関は、臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）

第２０条の３第１項の規定により登録された衛生検査所のうち、検体検査の業務

の内容に「遺伝子関連・染色体検査（病原体検査）」が登録された衛生検査所から

選定するものとする。 

 （実施期間） 

第７条 ＰＣＲ検査支援事業を実施する期間（以下「実施期間」とする。）は、令和

３年６月２５日から令和５年３月３１日までとする。ただし、市長は、新型コロ

ナウイルス感染症の感染状況等により、当該期間を短縮することができるものと

する。 

 （申請並びに検体の提出及び輸送） 

第８条 ＰＣＲ検査支援事業を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、

蒲郡市ＰＣＲ検査支援事業利用申請書（別記様式）及び検体を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 利用者が申請できる日は、実施期間のうち蒲郡市の休日を定める条例（平成３

年蒲郡市条例第２号）に定める市の休日を除く日とする。 

３ 受託検査機関は、利用者から検体が提出された当日に蒲郡市保健医療センター

にて市長から検体を受け取り、受託検査機関の事業所まで輸送するものとする。 

 （検査結果の通知） 

第９条 市長は、受託検査機関から検査結果報告書の提出を受け、その検査結果報

告書を利用者に送付する方法により検査結果を通知するものとする。 

 （自己負担額） 

第１０条 利用者がＰＣＲ検査支援事業を利用するときに負担すべき額（以下「自

己負担額」という。）は、５，０００円とする。 

 (公費負担額） 

第１１条 利用者がＰＣＲ検査支援事業を利用したときの公費負担の額は、市長が

受託検査機関と契約を締結した単価（以下「契約単価」という。）から自己負担額

を控除した額とする。 

 （支払方法） 

第１２条 利用者は、申込時に自己負担額を市長に支払い、市長は契約単価に利用

件数を乗じた額を受託検査機関に支払うものとする。 

（雑則） 



第１３条 この要綱に定めるもののほか、ＰＣＲ検査支援事業の実施に必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


